
電気通信事業等に関する動向

平成２６年４月

電気通信紛争処理委員会 事務局

１ 電気通信事業等の動向

(1) 電気通信事業の市場等の動向

(2) 接続料の動向

(3) 電気通信事業法及びＮＴＴ法の枠組み

(4) 指定電気通信設備制度

２ 放送事業の動向

資料４

１ 電気通信事業等の動向

(1) 電気通信事業の市場等の動向
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・競争原理の導入
・電電公社の民営化

・１種、２種事業区分の廃止
（登録／届出制へ）

・料金・約款規制の原則廃止

昭和６０年以降、電気通信事業者数は大幅に増加し、平成２６年４月１日現在、１万６,３２１者が参入。
その大半（約９８％）は届出電気通信事業者。

1-(1)-① 電気通信事業者数の推移

（注）登録事業者とは、電気通信回線設備を設置する事業者のうち総務省令で定める規模（端末系伝送路設備の設置の区域が一の市町村を超えるか、又は中継伝送路設備の
設置区域が一の都道府県を越えるもの）以上の事業者。
届出事業者とは、それ以外の事業者。

【出典：情報通信統計データベース（総務省の情報通信政策に関するポータルサイト）をもとに作成】

(社)

○ 平成２６．４．１現在

登録事業者 ３２２者

届出事業者 １５,９９９者

合 計 １６,３２１者
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ＮＴＴの再編成

○ 平成１６年３月

第１種電気通信事業者 ４２２者

第２種電気通信事業者 １２，０４４者

合 計 １２，４６６者

○ 昭和６１年４月

第１種電気通信事業者 ７者

第２種電気通信事業者 ２０９者

合 計 ２１６者

［平成11年7月分割・再編］

ＫＤＤＩグループ

ＮＴＴ(持株会社)*

(平成4年7月分割・再編)

(平成11年10月合併)

NTT国際ﾈｯﾄﾜｰｸ

ＩＩＪ
(平成15年9月出資・筆頭株主)

ＣＷＣ
(平成15年12月
営業譲渡)

ＮＴＴドコモ

ＮＴＴグループ

・ＮＴＴ(持株)

・ＮＴＴ東日本

・ＮＴＴ西日本

・ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

・ＮＴＴドコモ

Ｋ Ｄ Ｄ

日本高速通信(TWJ)

Ｄ Ｄ Ｉ

日本移動通信(IDO)

(昭和28年4月国際電話開始、 平成9年7月国内中継電話開始)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成元年9月国内中継電話開始)

［昭和60年4月民営化］

Ｎ

Ｔ

Ｔ

(平成10年12月合併)

セルラー系７社 ａｕ

(平成13年10月合併)

ツーカー３社
(平成17年10月合併)

東京通信ﾈｯﾄﾜｰｸ(TTNet)
(平成2年5月加入電話開始)

日本テレコム

日本国際通信(ITJ)

国際デジタル通信(IDC)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成3年10月国際電話開始)

(平成3年10月国際電話開始)

(平成１１年9月 資本提携)
(平成9年10月合併)

Ｊフォン
日本テレコム

Ｊフォン ボーダフォン
(平成15年10月名称変更)

デジタルホン
(出資)

(出資)

(平成13年9月 株式取得)

鷹 山 パワードコム

(平成15年4月合併)(平成14年8月 PHS事業)

(平成11年6月買収)

(平成１７年2月買収、名称変更）

ソフトバンクテレコム
(平成17年
7月合併)

(平成12年10月DSL事業開始）

(出資) (平成16年10月 日本テレコム
イー・アクセス株売却)

ＮＴＴ東日本*

ＮＴＴ西日本*

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

日本テレコム

(平成16年7月ﾘｯﾌﾟﾙｳｯﾄﾞから買収)

(平成15年11月ﾘｯﾌﾟﾙｳｯﾄﾞが買収)

(平成14年8月) 
日本ﾃﾚｺﾑHD

(平成17年2月直収電話開始)

(平成15年12月名称変更)
ボーダフォンＨＤ

ソフトバンクグループ

(平成18年4月買収、10月社名変更)

ソフトバンクモバイル

(平成18年10月社名変更)

(平成19年3月携帯電話事業開始）

(平成20年7月１社に合併)

イー・アクセス

(平成18年6月 PHS事業廃止)

日本テレコム

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ
(平成7年７月 PHS事業開始)

英ボーダフォン

ソフトバンクBBＢＢテクノロジー

(平成13年9月 DSL事業開始)
日本テレコムＩＤＣ

(平成13年1月DSL事業開始）アッカ・ネットワークス

(平成20年8月
子会社化）

(平成15年1月 4社合併でｿﾌﾄﾊﾞﾝｸBB設立)

イー・アクセス

イー・モバイル

アステル東京
(平成11年4月
合併)

パワードコム

(平成19年8月出資)

UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

(平成21年6月合併）

(平成22年6月
完全子会社化）

ウィルコム

Wireless City Planning
(ｶｰﾗｲﾙが株式取得、
平成16年10月新会社設立)

(平成22年12月吸収分割）

(

平
成
12
年
10
月
合
併)

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

(平成22年12月出資)

ウィルコム
（平成17年２月名称変更）

英Ｃ＆Ｗ

ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ・ﾜｲﾔﾚｽIDC

英ＢＴ 米ＡＴ＆Ｔ

ソフトバンクグループ

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ

(平成7年10月 PHS事業開始)
(昭和63年アナログ自動車電話開始)

［現 在］（*特殊会社）

(平成23年3月
吸収合併)

(平成25年1月に持分法適用会社
化。同年４月に連結子会社化)

(平成18年1月合併)

沖縄セルラー
沖縄セルラー

KDDI

ジュピターテレコム
(平成9年７月 固定電話事業開始)

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰﾃﾚｺﾑ（J : COM）

(平成25年４月 ＫＤＤＩの連結子会社化)

ジャパン・ケーブルネット

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ（JCN）

(平成17年12月 固定電話事業開始)

(平成19年６月 KDDIの子会社化)

(平成25年4月に連結子会社化)

(平成25年7月に連結子会社化)

(平成25年4月に連結子会社化)

【出典：総務省作成資料】

1-(1)-② 国内の電気通信業界の主な変遷
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主要な電気通信事業者の平成２４年度の売上高合計は約１７．７兆円
昭和60年から主要な電気通信事業者の売上高は約３倍に拡大。
ＮＴＴグループの他、ＫＤＤＩ、ソフトバンクグループも売上げ拡大に貢献。

1-(1)-③ 国内電気通信市場の規模（平成２４年度）

【出典：総務省作成資料】

0円

5兆円

10兆円

15兆円

昭和60年 平成24年

NTTドコモ：
4兆4,701億円

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ：
3兆3,783億円

NTT：5兆1,340億円

KDD：2,230億円

NTTコム：9,448億円

NTT東日本：
1兆8,317億円

NTT西日本：
1兆6,279億円

5兆 3,570億円

17兆 7,413億円

その他：5,442億円

NTTグループ
10兆7,007億円

KDDIグループ
3兆6,623億円

ソフトバンクグループ
3兆3,783億円

※ 各事業者の決算資料等に基づき総務省にて作成。
※ その他には、「電力系事業者」、「スカパーJSAT」等を含む。

２７年

KDDIグループ：
3兆6,623億円

（ＮＴＴ民営化）

NTTｸﾞﾙｰﾌﾟその他：
1兆8,262億円

1-(1)-④ 電気通信市場における環境変化

我が国の電気通信市場においては、固定通信市場が縮小する中で、モバイル市場の重要性が高まっている。
固定電話の契約数：平成9年11月のピーク時（6,322万件）の約5割に減少（3,072万件）
移動電話の契約数：平成12年11月に固定電話契約数を抜き、10年間で約2倍に増加（14,645万件）

【出典：総務省作成資料】
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移動電話

14,645

固定電話
3,072

ブロードバンド
8,135

IP電話
3,313

平成

固定電話と移動電話が逆転
（平成12年11月）」 固定電話とブロードバンドが逆転

（平成23年12月）

（携帯電話、PHS)

（光ファイバ、DSL、ケーブルインターネット、ＢＷＡ、3.9世代携帯電話等)

25年

（NTT東西加入電話、直収電話、ＣＡＴＶ電話)

(万契約）

平成25年12月末時点
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2010年 2015年頃 2020年頃 2025年頃

サ

ー

ビ

ス

相

互

接

続

廃止サービスに関するユーザ周知
代替サービスへの移行

ＩＰ網同士の接続に向けた
関係事業者による意識合わせ

サービスの順次廃止

廃止サービスに関するユーザ周知
代替サービスへの移行 ＰＳＴＮ（コアネットワーク）の

ＩＰネットワークへの
マイグレーション

マイグレーション
に先立ち

提供を終了する
サービス

マイグレーション
に合わせて

提供を終了する
サービス サービスの順次廃止

順次ＩＰ網同士の接続を開始

ブロードバンド
サービス

Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ
交
換
機
の
寿
命

ブロードバンドサービスの普及促進

「ＰＳＴＮのマイグレーションについて～概括的展望～」（抜粋）（ＮＴＴ東西・２０１０年１１月２日発表）

1-(1)-⑤ ＮＴＴ東西「概括的展望」における移行スケジュール

（NTT東西資料参照）

NTT東西は「概括的展望」において以下のスケジュールを描いているが、個別サービスの終了時期、移行方法等の具体的内
容についてはさらなる情報開示が必要とする意見が示されているほか、PSTNの移行に伴いNTT東西の市場独占化が進展し
ないよう、アクセス回線におけるサービス競争環境の確保が求められている。
移行スケジュールについて、NTT東西は交換機の装置寿命を踏まえ、移行完了時期を遅らせることは困難だが、関係者との

同意が得られる場合は計画の前倒しの可能性は否定されないとする一方、競争事業者や利用者からは計画の前倒しまたは
後ろ倒しを求める等の様々な意見が示されている。

【出典：情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会（第8回）（H23.12.13)参考資料を一部改めた】
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（万契約） 携帯電話等の契約数の推移

携帯電話市場の拡大

（万契約） ＭＶＮＯの進展と参入促進に向けた取組

※契約者数については電気通信事業報告規則の規定に基づき報告を受けた数を集計

●PHS回線を利用した
データ通信MVNO開始
（日本通信がDDI網を利
用）(2001.8)

●ディズニー・モバイ
ル事業開始（SBM網
利用） (2008.3)

●b-Mobileサービス開始

（日本通信がドコモ網を利
用） (2008.6)

●WiMAX網を利用したサー

ビス開始（ニフティ、ビッグ
ローブ、ヤマダ電機、ビック
カメラ等がUQ網を利用）
(2009.7~)

●eoモバイル開始

（ケイ・オプティコム
がイー・モバイル網
を利用）(2008.9)

●HP Mobile 
Broadband開始（日本
HPがドコモ網を利用）
(2009.9)

●ココセコム開始
（セコムがKDDI
網を利用）
(2001.4)

●Tikiモバイル
AND開始（エヌ

ディエスがドコモ網
を利用）(2011.3)

近年では、特に、
多様な業種による
ＭＶＮＯ参入が
活発化

●MVNO事業化ガイドライン
策定 改定 再改定 ３次改定 ４次改定

(2002.5) (2007.2) (2008.5） (2012.7) （2013.9）

ＭＮＯとＭＶＮＯの関係の明確化 料金設定権の帰属 接続拒否事由 契約数の
（卸と接続）等 接続料の課金方式等 の整理 報告義務化

●SIMロックガイドライン策定(2010.6)

1-(1)-⑥ 電気通信市場における環境変化（移動体通信市場の拡大、ＭＶＮＯの進展）

我が国の電気通信市場においては、固定通信市場が縮小する中で、移動体通信市場の重要性が高まって
いることに加え、多種多様なＭＶＮＯ（※）が参入し、多様なサービスが提供されている状況にある。

（※）Mobile Virtual Network Operatorの略。自らは周波数の割当てを受けることなく、移動通信事業者のネットワークを利用してサービス提供をする事業者。

加入電話

携帯電話・ＰＨＳ
（ＭＶＮＯ含む）

ＭＶＮＯ

●二種指定ガイドライン策定(2010.3)

●アマゾン限定ＳＩＭ開始

（日本通信がドコモ網を利用、ア
マゾンでＳＩＭ販売)(20１２.５)

●イオン
ＳＩＭ開始

（日本通信が
ドコモ網を利
用、イオンで
ＳＩＭ販売）
(2011.6)

【出典：モバイル接続料算定に係る研究会(第1回)(H24.10.23)をもとに作成】

2001  2002        2007         2008       2009     2010 2011    2012  2013 
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モビリティ・通信品質等に優れた携帯電話系システムと、高速性・コスト面等で先行する無線LAN系の双方のシステムが
各々発展してきており、両者の特色をとりこみつつ、新たな移動通信システムの検討が進展。

携帯電話の発展と今後の展開

音声音声 インターネット接続インターネット接続 （ADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化（ADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化

数kbps 384kbps 14Mbps 100Mbps

3.9世代
LTE

（Long Term Evolution）

2001～2001～1993～1993～

第３世代
W-CDMA

CDMA2000
（世界共通）

1980’s1980’s

第２世代
PDC（日本）
GSM（欧州）

cdmaOne（北米）

2006～2006～

3.5世代
HSPA

EV-DO 等

第１世代

アナログ
方式

1979年～
自動車電話

1985年～
ショルダーホン

1987年～
携帯電話

無線アクセス

2000年 2010年

無線LAN

11Mbps 54Mbps 300Mbps 1Gbps 超高速
無線LAN

高速化

広帯域移動無線アクセス(BWA)システム

広域化
モバイル化

現在現在

XGP、モバイルWiMAX

（20～４0Mbps）

高度化BWA

（100Mbps）

201５年

A-XGP
モバイルWiMAX

2010.12～2010.12～

携帯電話

第４世代
（IMT-Advanced）

(光ファイバと同等)(光ファイバと同等)

2012年１月、ITU-R※において
勧告承認。

※ 国際電気通信連合（ITU:International
Telecommunication Union）の無線通信
部門 （Radiocommunication Sector）

高速移動時 100Mbps
低速移動時 1Gbps

現在現在

2005年

IEEE802.11.acIEEE802.11.nIEEE802.11.a/gIEEE802.11.b

1-(1)-⑦ 携帯電話の歴史と今後の発展動向

【出典：総務省作成資料】
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平成25年12月末現在 加入数
・携帯電話全体: 1億4,105万加入
・3.9世代: 3,876万加入

～TCA調べ～

1-(1)-⑧ 携帯電話の普及

携帯電話加入数は、平成19年12月に１億加入を超え、平成25年12月末で1億4,105万加入となった。
第３世代携帯電話の加入数は平成21年4月末時点で１億加入を超えた一方、第２世代携帯電話は、auの

cdmaOne（平成24年7月）を 後に終了した。
平成22年12月24日から、ＮＴＴドコモの第3.9世代携帯電話サービス（Xi （クロッシィ））が開始された。

（万契約）

携帯電話全体

第3.9世代携帯電話

＋

【出典：総務省報道資料（電気通信事業サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表）をもとに作成】
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加入電話

46.8%
49.8%

50.6%

52.5%

54.0%

54.3%

54.3%

74.2%

74.1%

74.4%

74.5%

74.2%

72.5%

71.4%

36.7%

35.7%

34.8%

34.9%

34.6%

34.1%

33.4%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3 25.12

ＦＴＴＨ

ブロードバンド全体

ＤＳＬ

1-(1)-⑨ ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの市場シェアの推移

【出典：総務省報道資料（電気通信事業サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表）をもとに作成】

注：０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話及びＩＰ電話全体は利用番号数、
その他は契約数のシェア

加入電話（ＮＴＴ東西加入電話、直収電話、０ＡＢ～ＪーＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話）におけるＮＴＴ東西のシェアは減
少。ＩP電話全体（０ＡＢ～ＪーIＰ電話、050ーＩＰ電話）におけるシェアは増加傾向が続いていたが、 近は横ばい
となっている。
携帯電話・PHSにおけるNTTドコモのシェアは５割を切っている。
ブロードバンド全体、ＦＴＴＨ及びDSLにおけるＮＴＴ東西のシェアは概ね横ばいとなっている。

固定通信 移動体通信 インターネット接続

0AB～J-IP電話

IP電話全体

平成 平成 平成

注：ブロードバンド全体とはDSL、FTTH、CATVインターネット
をいう。

注：20.3の数値にはＰＨＳ契約数が含まれる。

固定電話、０５０－ＩＰ電話、携帯電話、PHS、固定系ブロードバンド、ＦＴＴＨは、市場集中度が３０００を超えており、集中度が非常に
高いと言える。

NTTグループのシェアは、移動系通信、０５０－ＩＰ電話、ＩＳＰを除きいずれも５割を超えている。

（※） ＨＨＩ（ハーフィンダール・ハーシュマン指数：Herfindahl-Hirschman Index）は、市場の独占度合いを測定する指標の一つ。各事業者が市場で有するシェアを自乗し、それを加算して算出す
る。ＨＨＩは各事業者のシェアを自乗して加算するため、シェアの大きな事業者のシェア変動が大きく影響する。逆に、シェアの小さな事業者のシェア変動の影響は小さい。小規模な事業者の情
報を欠いても、指標の有効性が損なわれにくいという特長がある。

（注１） 「市場集中度（ＨＨＩ）」の算出に当たっては、全国レベルではＮＴＴ東西を１社とみなし、その他のＮＴＴグループの会社は別会社とみなしている（ただし、固定系ブロードバンドにおいては、ソフ
トバンクグループ、ＫＤＤＩグループ、ＵＣＯＭ及び電力系事業者を、ＦＴＴＨにおいてはＫＤＤＩグループ、ＵＣＯＭ及び電力系事業者を、ＩＳＰにおいてはソフトバンクグループをそれぞれ１社とみな
している）。「ＮＴＴグループのシェア」のうち、050－IP電話はNTTコミュニケーションズ、移動系通信はＮＴＴドコモ、ＦＴＴＨはＮＴＴ東西のシェア。

（注２） 表中の矢印は対前年度比の増減を表す。ただし、移動系の市場集中度（HHI）については、前年の値が存在しないことから比較をしていない。

領域
画定市場

（部分市場を含む）

1２年度の評価結果

市場集中度（ＨＨＩ） ＮＴＴグループのシェア

データ通信

移動系
携帯電話（３G)、PHS、BWA、

LTE（３．９G)
２９８９ ４３．５％ ↓

固定系

固定系ブロードバンド ３１９９ ↑ ５４．２％ ↑

FTTH ５４７２ ↓ ７２．５％ ↓

ISP １２８５ ↓ ２９．２％ ↓

音声通信

移動系 携帯電話、PHS ３３６９ ４５．１％ ↓

固定系

固定電話
（ＮＴＴ加入電話、直収電話、ＣＡＴ

Ｖ電話、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話）
６０６５ ↓ ７６．５％ ↓

０５０－ＩＰ電話 ３１３９ ↓ ４０．４％ ↑

法人向けネット
ワークサービス

ＷＡＮサービス ２０７９ ↓ ６１．８％ ↓

1-(1)-⑩ 市場集中度とＮＴＴグループのシェア（電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２より）

【出典：電気通信事業分野における競争状況の評価2012（H25.9.6公表）をもとに作成】
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音
声
通
信

メタル ＦＴＴＨ ＣＡＴＶ

050-IP電話

NTT東西
加入電話

0ABJ-IP
電話

CATV電話

直収電話

《
有
線
》

〈固定電話市場〉

〈０５０-ＩＰ電話市場〉

ソフトフォン

固定系移動系

《
無
線
》

Ｐ
Ｈ
Ｓ

MVNO

３
Ｇ

MVNO

〈移動系通信（データ通信）市場〉

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

Ｌ
Ｔ
Ｅ

MVNO

Ｂ
Ｗ
Ａ

MVNO

ＰＨＳ

《
無
線
》

ソ
フ
ト
フ
ォ
ン

携帯電話

〈移動系通信（音声通信）市場〉

メタル
《
有
線
》

ＩＳＰ

ＦＴＴＨ ＣＡＴＶ

Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ

〈ＩＳＰ（固定系）市場〉

〈固定系ブロードバンド市場〉

集合
住宅

戸建
住宅
＋

ビジネス

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

ＦＴＴＨ

デ
ー
タ
通
信

「移動系超高速ブロードバンド市場」
を部分市場として画定

※ 上記の他、法人向けネットワー
クサービスとしてIP-VPN、広
域イーサネット、NTT東西のフ
レッツVPNワイド等から成る
「WANサービス市場」を画定。

凡例： 画定市場

部分市場

サービスの重心は、音声通信からデータ通信へとシフトしている。

1-(1)-⑪ 競争評価2012における市場画定

【出典：総務省作成資料】

領域 データ通信 音声通信 法人向けネット
ワークサービス

固定系 ＩＳＰ
（固定系） 移動系 移動系 固定系

市場 固定系ブロードバンド
ＩＳＰ

（固定系）

移動系通信
（データ通信） 移動系通信

（音声通信）
固定電話 050-IP電話 ＷＡＮサービス

ＦＴＴＨ
移動系超高速
ブロードバンド

分析指標

基本
データ

［供給側データ］

・市場の規模、
事業者別シェア

・市場集中度
・設備競争の状況
・事業者間取引の状況
・事業者間取引に関する

データ

［供給側データ］

・市場の規模、
事業者別シェア

・市場集中度

［供給側データ］

・市場の規模、事業者別シェア
（MVNO、データ通信専用端末等（通信モ
ジュールを含む。）を含む。）

・市場集中度

・企業グループ単位での競争状況 (シェア、

HHI等)

・事業者間取引に関するデータ
・周波数の保有状況

［供給側データ］

・市場の規模、
事業者別シェア

・市場集中度
・ 事 業 者 間 取 引 に

関するデータ

［供給側データ］

・市場の規模、
事業者別シェア

・市場集中度
・事業者間取引に

関するデータ

［供給側データ］

・市場の規模、
事業者別シェア

・市場集中度

［需要側データ］
・料金等
・サービス品質※1
・サービス変更コスト※2

［需要側データ］
・料金等

［需要側データ］
・料金等（ARPUを含む。）
・サービス品質※1
・サービス変更コスト※2
（SIMロック解除、番号ポータビリティ、

端末コスト等を含む。）

［需要側データ］
・料金等
（接続料含む）

［需要側データ］
・料金等

［需要側データ］
・料金等

評価に
当たっ
ての勘
案要素

・NTT東西加入電話による
ＦＴＴＨ市場へのレバ
レッジの懸念関係

・ＦＴＴＨ市場における参
入が進んでいないエリア
の状況

・移動系データ通信による
固定ブロードバンドの代
替性

・上位下位レイヤーをレバレッジとした
ネットワークレイヤーへの影響

・クラウドサービス
の影響

・ソフトフォンによる音声通信の代替機能調査

※1 通信速度、利用者満足度を含む。
※2 解約手数料ほか、メールアドレスや電話番号を維持するための費用を含む。
※3 各データについては、経年変化を勘案して収集・分析を行う。
※4 赤字は競争評価2012からの変更点。

＜定点的評価＞

【出典：総務省作成資料】

1-(1)-⑫ 競争評価2013における分析指標（定点的評価）
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1-(1)-⑬ 我が国の電波利用の変遷 ～無線局数及び主な利用の推移～

ﾓﾊﾞｲﾙｵﾌｨｽ、ﾓﾊﾞｲﾙﾎｰﾑ

有線ブロードバンドの代替
（過疎地等でもブロードバンド通信を実現）

次世代情報家電

公共利用（放送、船舶・
航空による保安通信、
防災通信等）が中心

電気通信事業への民間
参入が可能となり､電波の
民間利用が急速に拡大

・携帯電話契約数は、我が
国の人口超。

・広帯域無線アクセスシス
テムの高度化

１９５０年 １９８５年 ２０１３年
ユビキタスネット社会に
における多様な電波利
用（新たな電波利用
ニーズの拡大）

今 後

（新たな電波利用の例）

５，１１８局

約１億５，１３５万局

移動局 約1億４,９１６万局

固定局 約10.４万局

その他 約２０７．５万局

 

人工 衛 星 局

地 球 局

地 球局  

地 球 局  

衛星通信

防災通信

消防署等

地方公共団体等
 

 

海上通信

放送
携帯電話・携帯ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

固定マイクロ回線

約３８１万局

移動局 約107万局

固定局 約3.8万局
放送局 約2.4万局

その他 約268万局 放送局 約１.５万局

移動局 4,19５局

固定局 5５２局
放送局 ８０局
その他 ２９１局

安全・安心ＩＴＳ

広帯域無線ア
クセス（BWA)

システム 【出典：総務省作成資料】

1-(1)-⑭ 我が国の電波の使用状況

降雨で弱められる

携帯電話 ＰＨＳ ＭＣＡシステム
タクシー無線 ＴＶ放送 防災行政無線
移動体衛星通信 警察無線 簡易無線
レーダー アマチュア無線
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯、屋内外） コードレス電話
無線アクセス（2.4GHz帯） ＩＳＭ機器 電子タグ

ＵＨＦ

ＦＭ放送(コミュニティ放送) マルチメディア放送
防災行政無線 消防無線 列車無線
警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 アマチュア無線 コードレス電話

ＶＨＦ

船舶・航空機無線 短波放送
アマチュア無線 電子タグ

短波

マイクロ波中継 放送番組中継
衛星通信 衛星放送
レーダー 電波天文･宇宙研究
無線ＬＡＮ（屋内：5.2GHz帯,5.3GHz帯、屋内外：5.6GHz帯）
無線アクセスシステム(５、22、26GHz帯等)
狭域通信システム ＩＳＭ機器

マイクロ波
船舶通信 中波放送（ＡＭラジオ）
アマチュア無線 船舶･航空機用ビーコン

中波

電波天文 衛星通信
簡易無線 レーダー

ミリ波

船舶･航空機用ビーコン
標準電波 電子タグ

長波

波長
周波数

超長波
ＶＬＦ

長 波
ＬＦ

中 波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ波
ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブミリ波

10km
30kHz
(3万ﾍﾙﾂ)

1km
300kHz

(30万ﾍﾙﾂ）

100m
3MHz

(300万ﾍﾙﾂ)

10m
30MHz

(3千万ﾍﾙﾂ)

1m
300MHz
(3億ﾍﾙﾂ)

10cm
3GHz

(30億ﾍﾙﾂ)

1cm
30GHz

(300億ﾍﾙﾂ)

1mm
300GHz
(3千億ﾍﾙﾂ)

0.1mm
3000GHz
(3兆ﾍﾙﾂ)

100km
3kHz

(3千ﾍﾙﾂ)

利用技術の難易度

伝送できる情報量

電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

国際電気通信連合(ITU)による周波数の国際分配の決定(無線通信規則等)

↓
国際分配に基づく国内分配の決定(総務省・周波数割当計画等)

主な利用例

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

【出典：総務省作成資料】
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１ 電気通信事業等の動向

(2) 接続料の動向

接続料算定方法の一覧

算定方式 算定概要 主な対象機能

長期増分費用方式

（ＬＲＩＣ）

‣ 仮想的に構築された も効率的なネットワークの費用
に基づき算定

・長期増分費用（ＬＲＩＣ）モデルにより接続料原価を算定

‣ 電話網
（加入者交換機能、中継交換機能 等）

‣ ＰＨＳ基地局回線

実際費用方式

将来原価
方式

‣ 新規かつ相当の需要増加が見込まれるサービスに係
る設備に適用

‣ 原則５年以内の予測需要・費用に基づき算定

‣ＮＧＮ
（収容局接続機能、ＩＧＳ接続機能、中継局接続

機能、イーサネット接続機能）
‣加入者回線（光ファイバ）

実績原価
方式

‣ 前々年度の実績需要・費用に基づき算定
‣ 直近の実績に基づき接続料を算定した上で、適用年度
実績との乖離分については「調整額」として次期接続料
原価に算入

‣ 加入者回線（銅線）
‣ 中継光ファイバ回線
‣ 専用線
‣ 公衆電話 等

小売マイナス方式

（キャリアズレート）

‣ 小売料金から営業費相当分を控除したものを接続料と
する

‣ ＩＳＤＮ加入者回線（ＩＮＳ１５００）
‣ 専用線

1-(2)-① ＮＴＴ東西の接続料の算定方式

【出典：情報通信審議会 電気通信事業政策部会 接続政策委員会（第16回）(H24.4.26)資料】
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電気通信事業法の施行当初、新規事業者が電話事業に参入する場合には、ＮＴＴの市内電話網と接続し、両者そ
れぞれのサービス提供区間において個別に利用者料金を設定していた（いわゆる「ぶつ切り料金」）。

１９９１年、 郵政省（当時）が、新規事業者に料金設定の自由度を与え料金の多様化を促す観点から、ＮＴＴに対し

て行政指導を行った。これを受け、ＮＴＴは自らのサービス提供区間に係る料金を事業者間での精算料金である「接
続料」として設定し、接続事業者から回収することとなった（いわゆる「エンドエンド料金」）。

いわゆる「ぶつ切り料金」

いわゆる「エンドエンド料金」

A社のサービス区間 B社のサービス区間

A社のサービス区間 B社のサービス区間

B社の利用者料金A社の利用者料金

接続料

（B社が決定）（A社が決定）

（B社が決定）

利用者から収納 利用者から収納

利用者から収納

A・B全体の利用者料金

（A社が決定） （A社からB社に支払い）

1-(2)-② 接続料金のしくみ（ぶつ切り料金とエンドエンド料金）

【出典：電気通信紛争処理委員会事務局作成資料】

（円／３分）

1-(2)-③ 長期増分費用方式に基づく接続料の推移

【出典：情報通信審議会 電気通信事業政策部会 接続政策委員会（第16回）（H24.4.26)資料を一部改めた】

[３分換算料金 単位：円] 

6.31 6.19 5.81 5.57 4.95

4.60 4.50 4.80 5.13 5.32 5.05 4.69 4.53 4.52
5.21 5.08

5.26
5.29 5.39

19.78

16.45

14.48
12.93

11.98
10.64

7.65
5.88

4.78 5.79 6.12
7.09 6.84 6.55 6.41 6.38 6.96 6.57

6.79 6.81 6.84

0

5

10

15

20

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

GC接続

IC接続

ＬＲＩＣ

一次モデル

ＬＲＩＣ

四次モデル

ＬＲＩＣ

二次モデル

ＬＲＩＣ

三次モデル

ＬＲＩＣ

五次モデル

現在、加入者交換機や中継交換機等に係る接続料算定には、独占的な地域通信網の非効率性を排除す
るため、長期増分費用（ＬＲＩＣ）方式が適用されている。
平成２６年度の接続料は、ＧＣ接続５．３９円／３分、ＩＣ接続６．８４円／３分となっている。

ＬＲＩＣ

六次モデル
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IＣ局

加入者交換機

中継交換機

利用者

ＧＣ局 ＧＣ局

接
続
事
業
者

長距離

国際

移動体

加入者交換機

利用者 利用者 直収電話利用者

はい！ もしもし

接続事業者の利用者が、NTT東西の固

定電話利用者に対して電話をかけた場
合、接続事業者はNTT東西に対して、
相応の接続料を支払う。

・GC（Group unit Center）接続料：
NTT東西以外の通信事業者が、NTT東西の固

定電話網と加入者交換機で相互接続する際（図
①）に支払う接続料。

（平成26年度接続料 5.39円/3分）

・ I C（Intrazone tandem Center）接続料：
NTT東西以外の通信事業者が、NTT東西の固

定電話網と中継交換機で相互接続する際（図②）
に支払う接続料。

（平成26年度接続料 6.84円/3分）

②

①

NTT東西の加入電話網
Hello

携帯電話
利用者

Hi！

我が国の市内電話網は、NTT東西がほぼ独占的に保有しており、他の通信事業者が利用者に電話サービ
スを提供するには、事実上、NTT東西の市内電話網に接続することが不可欠である。

通信事業者が電話サービスを提供する際には、ＮＴＴ東西と接続する形態として、加入者交換機への接続
（GC接続①）や、中継交換機への接続（ＩＣ接続②）などがある。

1-(2)-④ 加入者交換機・中継交換機への接続

【出典：情報通信審議会 電気通信事業政策部会 接続政策委員会（第12回）(H22.6.29)参考資料を一部改めた】

1-(2)-⑤ ＮＴＴ東西の加入光ファイバ接続料①

光信号端末回線伝送機能の接続料 光信号主端末回線伝送機能の接続料

25年度 26年度 27年度 28年度

NTT東日本 3,203円 3,159円 3,115円 3,072円

NTT西日本 3,220円 3,206円 3,192円 3,178円

加入光ファイバについては、ブロードバンド普及促進に向け、今後も新規かつ相当の需要の増加が見込ま
れるサービスであることから、その接続料算定に当たっては、平成２６年度から平成２８年度までの３年間に
ついて、各年度ごとの需要と費用を予測して算定する将来原価方式を用いている。

光信号端末回線伝送機能の接続料は、シングルスター方式で加入光ファイバ
を利用する場合に支払うこととなるもの。

光信号主端末回線伝送機能の接続料は、シェアドアクセス方式で加入光ファ
イバを利用する場合に支払うこととなるもの。

注１：１芯当たりの月額料金。
注２：上記のほかに、回線管理運営費（東61円、西65円（H26年度。実績原価方式によ

り算定）が必要。H27、H28年度接続料については、次年度以降乖離額の調整が行
われる予定。

【出典：総務省報道資料（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（H26.4.9）をもとに作成】

光信号端末回線伝送機能

NTT東西の局舎

G
E
‐

O
L
T主端末回線

管路、とう道

き線点

ONU O
S
U

他事業者
IP網

局
内
ス
プ
リ
ッ
タ

光ファイバ

光信号主端末回線伝送機能

８分岐

分岐端末回線

１芯の光ファイバを
大８ユーザで共用

局外
SP ４分岐

FTM

シェアドアクセス方式

他事業者
IP網

メディア

コン
バータ

加入ダーク
ファイバ

管路、とう道

き線点

メディア

コン
バータ

光ファイバ

シングルスター方式

FTM

NTT東西の局舎
・・・

タイプ１－１ タイプ１－１

25年度 26年度 27年度 28年度

NTT東日本 2,835円 2,808円 2,781円 2,755円

NTT西日本 2,882円 2,847円 2,812円 2,777円

注１：１芯当たりの月額料金。
注２：上記のほかに、回線管理運営費（東61円、西65円（H26年度。実績原価方式によ

り算定）が必要。H27、H28年度接続料については、次年度以降乖離額の調整が行
われる予定。
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１
年
目
の
料
金

２
年
目
の
料
金

３
年
目
の
料
金

1年目 2年目 3年目 4年目以降

現
行
の
１
芯
料
金

低利用期間（３年間）の設定

減
額
分

初年度の減額分を
後年度に回収

複数年段階料金の設定

４
年
目
以
降
の
料
金

エントリーメニューの概要

その他の
提供条件

■ Ｈ２４年３月末時点においてＮＴＴ東西がフレッツ光を提供しているビルのうち、他事業者参入エリアが半分未満のものを対象。
■ 低利用期間は３年間
■ エントリメニューの新規申込は、加入光ファイバ接続料に係る情郵審答申・認可条件に基づく「光配線区画の見直しを行うまでの

間」受付ける（３年間程度を想定）。

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

開通後１年目の
Ｈ２６年度適用料金

２，３１７円

（低減額：▲３９円）

２，３４９円

（低減額：▲２９円）

開通後２年目の
Ｈ２７年度適用料金

Ｈ２７年度に適用する
通常メニュー（※１）と同額

Ｈ２７年度に適用する
通常メニュー（※１）と同額

開通後３年目の
Ｈ２８年度適用料金

Ｈ２８年度に適用する
通常メニュー（※１）に

５０２円※２を

加算した額

Ｈ２８年度に適用する
通常メニュー（※１）に

５１１円※２を
加算した額

※１ H27年度以降に適用される通常メニューに係る接続料は、別途申請がなされる予定。
※２ １年目の低減額及び低減額に利息を加算して算定。

（エントリーメニューのイメージ）（平成２６年度利用開始の場合。）

NTT東西の光配線区画の見直しが完了するまでの補完的措置として、加入光ファイバ（シェアドアクセス方式
の主端末回線）の接続料金につき、平成２４年３月末時点においてＮＴＴ東西がフレッツ光を提供しているビル
のうち、他事業者参入エリアが半分未満のものを対象として、複数年段階料金を適用するエントリーメニューを
導入。平成２５年３月２５日より提供が開始されている。

1-(2)-⑥ ＮＴＴ東西の加入光ファイバ接続料②（エントリーメニューの導入）

【出典：総務省作成資料を一部改めた】

1-(2)-⑦ ＮＴＴ東西のＮＧＮ（Next Generation Network）接続料

ＮＧＮは、サービス開始から日が浅く今後相当の需要の増加が見込まれるサービスであることから、ＮＧＮ
の平成２６年度接続料については、将来原価方式にて算定することとしている。

ＮＧＮの需要については、今後の新サービスの登場等によりトラヒックが大きく変更する可能性が高いこと
から、平成２６年度の１年間を算定期間としている

収容局接続機能
【装置・月】

ＩＧＳ接続機能
【３分】※

中継局接続機能
【１０Ｇポート・月】

平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度

ＮＴＴ
東日本

136.4万円
（9.3％）

124.9万円
3.35円

（▲17.4％）
4.06円

529.2万円
（2.0％）

518.8万円

ＮＴＴ
西日本

161.0万円
（5.7％）

152.4万円
3.85円

（▲17.6％）
4.68円

429.2万円
（▲6.4％）

458.3万円

※中継系交換機能に係る接続料（平成２６年度：０．３９円 平成２５年度：０．４３円（３分当たり））を含む。
※（ ）内の数字は平成２５年度接続料に対する増減率

【出典：総務省報道資料（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（H26.4.9））をもとに作成】
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1-(2)-⑧ ＮＧＮで提供されているユーザ向けサービス

ＱｏＳサービスとして、高品質のひかり電話・テレビ電話・データコネクト及びマルチキャスト等のコンテンツ配
信向けサービスを提供。

ベストエフォートサービス及びＱｏＳサービスの標準品質でのひかり電話・テレビ電話の通話料金は、従来と
同程度の料金水準。

上記以外のＱｏＳサービスについては、利用しやすい料金となるよう設定。

【出典：情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会（第1回）(H23.5.24)参考資料をもとに作成】

サービス分類 ＮＧＮのネットワークサービス

光ブロードバンドサービス

・インターネット接続
・IPv6通信機能を標準装備

戸建て向け（ 大通信速度200Mbps※西日本では概ね1Gbpsも提供）

集合住宅向け（ 大通信速度200Mbps※西日本では概ね1Gbpsも提供）

0AB-J IP電話/
テレビ電話

ＱoＳ

ＱoＳ ＶＰＮ（センタ･エンド型（優先制御）、ＣＵＧ型サービス（優先制
御））※東日本のみ

ＶＰＮ（センタ･エンド型、ＣＵＧ型サービス）

ユニキャスト（帯域確保）

マルチキャスト（帯域確保）※地デジIP再送信向け

ユニキャスト

マルチキャスト

ベストエフォート

ＶＰＮ
（センタ・エンド型、
ＣＵＧ型サービス）

ＱoＳ

ベストエフォート

コンテンツ
配信向け
サービス

イーサネットサービス イーサ（県内・県間とも）

【凡例】

：平成26年1月末現在
提供中のもの

：今後提供予定のもの

赤字 ：NGNで新規に提供
した機能

【凡例】

：平成26年1月末現在
提供中のもの

：今後提供予定のもの

赤字 ：NGNで新規に提供
した機能

【凡例】

：平成26年1月末現在
提供中のもの

：今後提供予定のもの

赤字 ：NGNで新規に提供
した機能

事業所向け（ 大通信速度概ね1Gbps）

ひかり電話オフィスＡ（エース）(標準品質、高品質〔7KHz〕)

ひかり電話（標準品質、高品質〔7KHz〕）

テレビ電話（標準品質、標準テレビ品質、ハイビジョン品質）

ひかり電話ナンバーゲート（標準品質、高品質〔7KHz〕）

データコネクト（帯域確保型のデータ通信サービス）

0

10

20

30

40

50

60

70

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1-(2)-⑨ 携帯電話に係る接続料（３分換算）の推移

【出典：総務省作成資料】

（円）

KDDI

(区域内)

NTTﾄﾞｺﾓ

(区域外)

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ

(区域外)

NTTﾄﾞｺﾓ
(区域内)

区域内：同一の区域（ブロック）に終始する通話に適用

区域外：同一の区域（ブロック）に終始しない通話に適用

IC接続：NTT東西の中継交換機と接続する通話に適用

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

NTTドコモ
区域内 35.82 34.74 33.84 32.94 32.40 28.80 24.30 15.66 12.24 12.06

（注２）
10.26

区域外 45.36 41.76 39.42 38.52 36.72 32.40 28.08 18.90 14.76 

KDDI 
区域内 39.06 37.62 36.36 35.28 34.38 31.50 25.74 18.72 16.74 14.76 12.78

区域外 50.22 48.42 45.90 44.82 43.56 39.24 31.68 23.04 20.88 18.72 16.02

ソフトバンク 区域内 40.50 39.78 39.42 39.06 38.70 36.72 30.60 22.86 17.82 14.76 13.14

モバイル 区域外 49.32 48.60 47.52 46.44 45.36 43.20 35.46 26.46 20.88 17.10 15.30

イー・アクセス（注１） 29.34 24.30 23.40 18.36 12.06 12.06

NTT東西（ＩＣ接続） 5.79 6.12 7.09 6.84 6.55 6.41 6.38 6.96 6.57 6.79 6.81

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ

(区域内)

注１；イー・アクセスとして掲載した平成20～22年度接続料はイー・モバイル（平成23年3月にイー・アクセスに吸収合併）の接続料。
注２：NTTドコモは、平成24年度より区域内外の区分を廃止し、一律の料金を適用。

KDDI

(区域外)

ｲｰ・ｱｸｾｽ

(区域内外統一)

ＮＴＴ東西
（ＩＣ接続）
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基地局

基地局

基地局

基地局

無線制御装置
（RNC）

加入者系パケット
交換機（sGSN）

無線制御装置
（RNC）

無線制御装置
（RNC）

加入者系パケット
交換機（sGSN）

中継パケット
交換機（gGSN）

中継パケット
交換機（gGSN）

MVNOサーバ

MVNOサーバ

MNO網 MVNO網

MVNO網

レイヤ２
接続

レイヤ３
接続

1-(2)-⑩ レイヤ２接続とレイヤ３接続

レイヤ２接続とレイヤ３接続の違いは、「中継パケット交換機」をMNOとMVNOのどちらが管理・運営している
かの違い（レイヤ２接続：MVNOが管理・運営、レイヤ３接続：MNOが管理・運営）。

中継パケット交換機は、IPアドレスの配布や認証、セッション管理といった機能を担っており、レイヤ２接続で
は、これをMVNOが管理・運営するため、MVNOのサービス設計の自由度が高くなる。

【出典：総務省作成資料】

(3) 電気通信事業法及びＮＴＴ法の枠組み

１ 電気通信事業等の動向
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長期増分費用方式の導入
（H12法改正）

・料金認可制を廃止し、事前届
出制に緩和

・NTTの電話、専用線料金にプ
ライスキャップ規制を導入

（H10法改正）

参入・退出規制

料金・約款規制

非対称規制

外資規制

ユニバーサル
サービス制度

民間衛星事業者に対
する外資規制を撤廃

（H6法改正）

H6.6

接続規制

行為規制

参入許可の基準のうち
需給調整条項を撤廃

（H9法改正）

H9.11

外資規制を原則
撤廃

（H9法改正）

H10.2

携帯電話等の料金に
ついて認可制を廃止
し、事前届出制に緩和

（H7法改正）

H7.10

利用者保護ﾙｰﾙ

接続の義務化、指定
電気通信設備制度
の導入

（H9法改正）

H9.11

H10.11

H12.11

・二種指定設備（移動系）制度の導
入、指定設備以外に係る接続協
定の認可制を廃止し、事前届出
制に緩和、

・電気通信事業紛争処理委員会の
設置

（H13法改正）

H13.11

市場支配力を有する事業者に
対する禁止行為規制を導入

（H13法改正）

一種指定設備を用いる役務
以外の役務に関する契約約
款について認可制を廃止し、
事前届出制に緩和

（H13法改正）

H13.11

H13.11

・加入者回線のｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ
（ﾒﾀﾙ回線：H12省令改正）
（光ﾌｧｲﾊﾞ：H13省令改正）

・ｺﾛｹｰｼｮﾝﾙｰﾙの整備
（H12省令改正）

H12.9～

ユニバーサルサービス
基金制度の導入

（H13法改正）

H14.6

・一種・二種の事業区分を廃止
・事業の参入・退出に係る許可
制を登録・届出制に緩和

（H15法改正）

H16.4

料金・契約約款の事前届出
制を原則廃止し、サービス提
供を原則自由化

（H15法改正）

H16.4

事業休廃止の事前周知、役務の
提供条件に関する説明、適切・
迅速な苦情処理を義務化

（H15法改正）

H16.4

（年月は施行時点）

ユニバーサルサービ
ス基金制度の見直し

（H18省令改正）

H18.4

接続協定の届出
義務を廃止

（H15法改正）

H16.4

1-(3)-① 電気通信事業に関する規律の変遷

【出典：総務省作成資料】

一種指定設備設置事業者
に対する反競争的行為防
止措置の追加

（H23法改正）

H23.11

加入電話に相当する光

IP電話のユニバーサル

サービス化

（H23省令改正）

H23.4

二種指定事業者に接続
会計の整理を義務付け

（H22法改正）

H23.3

電気通信事業者 第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（固定系）

第二種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（移動系）

参入・退出規制

外資規制

【参入】

登録 （①端末系伝送路設備の設置区域が同一市町村の区域を超える場合、または②中継系伝送路設備の設置区間が一の都道府県の区域を超える場
合）

上記以外の場合は届出
【退出】

事後届出 （利用者に対しては予め相当の期間をおいて周知が必要）
【外資規制】

なし （NTT持株に対しては3分の1の外資規制）

料金・約款規制

原則として自由

【基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス：国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき役務）】
契約約款の作成、届出

【指定電気通信役務（※1）】
保障契約約款の作成、届出

【特定電気通信役務（※2）】
プライスキャップ規制（上限価格規制）

利用者保護 事業休廃止の際の利用者に対する事前周知義務、電気通信役務の提供条件に関する説明義務、苦情等に関する適切・迅速な処理義務

非
対
称
規
制

接続規制
電気通信回線設備を設置する全ての事業者に対し、接続請求応諾義務

・接続約款の認可、公表
・接続会計の整理 等

・接続約款の届出、公表
・接続会計の整理

行為規制
なし

【禁止行為】
・接続情報の目的外利用・提供 等

【特定関係事業者（NTTコム）との間の禁止行為】
・役員兼任 等

※適用事業者については、市場シェア等も勘
案して個別に指定（NTTドコモを指定）

【禁止行為】
同左

ユニバーサル

サービス制度

【ユニバーサルサービスの範囲】
加入電話又は加入電話に相当する光ＩＰ電話、公衆電話、緊急通報

【制度の仕組み】

適格電気通信事業者に対し、基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場
合に、その費用の一部に充てるための交付金を交付

1-(3)-② 現行の電気通信事業法による規律の概要

（※1）指定電気通信役務＝第一種指定設備を用いて提供する役務であって、他の事業者による代替的な役務が十分に提供されない役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ、専用線、フレッツ光、
ひかり電話、フレッツＩＳＤＮ、オフトーク等

（※2）特定電気通信役務＝指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金、通話料・通信料、番号案内料）等
【出典：総務省作成資料をもとに作成】
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日本電信電話株式会社

（持株会社）

東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

（地域会社）

目 的
（第1条）

◇東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図
る。

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行う。

◇地域電気通信事業を経営する。

事 業
（第2条）

◇地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該
株式の株主としての権利の行使

◇地域会社に対する必要な助言、あっせんその他の援助

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究

等

◇地域（＝同一の都道府県内）電気通信業務

◇地域電気通信業務に附帯する業務（「附帯業務」）

◇地域会社の目的を達成するために必要な業務（「目的達成
業務」）【事前届出】

◇業務区域以外の区域における地域電気通信業務【事前届
出】

◇地域電気通信業務を営むために保有する設備・技術又は
その職員を活用して行う電気通信業務その他の業務（「活用
業務」）【事前届出】

責 務
（第3条）

◇国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保

◇電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及

株 式
（第4条～

第7条）

◇３分の１以上の政府保有義務

◇３分の１までの外資規制

◇政府保有株式の処分制限

◇全ての株式を日本電信電話株式会社が保有

役員等
（第10条～

第12条）

◇役員選任決議認可、外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可、剰余金処分決議認可

◇事業計画認可

◇外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可

◇事業計画認可

1-(3)-③ 現行のＮＴＴ法の枠組み

【出典：総務省作成資料】

（例）
 電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害

を与えるおそれがあるとき（逐条解説）

 請求された接続により、請求を受けた者の提供
する電気通信役務について適切な品質の保持
が困難となるとき（逐条解説）

 ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じること
により、当該ＭＶＮＯのシステムが当該ＭＮＯの
ＨＬＲ等のシステムを損傷するおそれがあると認
められる合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮ
Ｏ事業化ガイドライン）

 ＭＮＯがＭＶＮＯへ課金情報を提供する際に、
当該ＭＮＯの利用者の個人情報等が当該ＭＶ
ＮＯから外部に流出するおそれがあると認めら
れる合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮＯ事
業化ガイドライン）

 ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結
果、当該ＭＮＯにおける周波数の不足等により
当該ＭＮＯの利用者への電気通信役務の円滑
な提供に支障を来すおそれがあると認められる
合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮＯ事業化
ガイドライン）

（例）
 請求者の役務と需要を共通としているた

め、請求を受けた者において電気通信回
線設備の保持が経営上困難になる等、
経営に著しい支障が生じるとき（逐条解
説）

 接続を拒否するためには、客観的な事実
に基づいて、当該接続により相当程度の
利益の損失が発生することを合理的に説
明できなければならない（電気通信事業
紛争処理委員会答申（平成２２年７月８
日））

（例）
 請求者の運転資本等や、期待される短期的な収益、予

定される資金調達を考慮しても、請求者が接続に関し
負担すべき金額や、接続に関し負担すべき金額の支
払いを怠るおそれを払拭するための預託金の金額を支
払うことができると判断することはできない場合は、接続
拒否事由にあたる（電気通信事業紛争処理委員会答
申（平成２２年７月８日））

電気通信役務の円滑な提供に支障
が生ずるおそれがあるとき

（法第３２条第１号）

電気通信事業者の利益を不当
に害するおそれがあるとき

（法第３２条第２号）
接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り又は

怠るおそれがあるとき

（施行規則第２３条１号）

接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修
が技術的又は経済的に著しく困難であるとき

（施行規則第２３条２号）

（例）
 ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するためにＭＮ

Ｏ側において要するシステム改修等の程度が著しく過
大であり、当該システム改修に要する費用の回収が見
込めないと認められる合理的な理由が存在する場合
（ＭＶＮＯ事業化ガイドライン）

その他、総務省令で定める正当な理由
があるとき

（法第３２条第３号）

◎接続義務
電気通信事業では、各事業者のネットワークを様々な形で相互接続することによって、利用者が多様なサー

ビスを享受できることから、ネットワークを保有している全ての事業者に対して、以下のような場合（接続拒否事
由）を除き、他事業者からの接続の請求に応諾しなければならないとされている。（電気通信事業法第３２条）

1-(3)-④ 接続義務・接続拒否事由

【出典：情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会（第8回）(H23.12.13)参考資料を一部改めた】
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【法第30条第3項第1号】
接続の業務に関して知り得た情報の目
的外利用・提供

【具体例】

○ 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た情報を、当該情報の本来

の利用目的を超えて社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供するような行為

【法第30条第3項第2号】
電気通信業務についての特定の電気通
信事業者に対する不当に優先的な取扱
い・利益付与又は不当に不利な取扱
い・不利益付与

【具体例】

① 優先接続（マイライン）等における利用者登録作業についての不公平な取扱い

② 自己の関係事業者のネットワークを利用した通話のみについての割引サービス

等の設定

③ 自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供

④ 自己の関係事業者と一体となった排他的な業務

⑤ 自己の関係事業者に対する料金等の提供条件についての有利な取扱い

⑥ 特定の電気通信事業者のみに対して基本料請求代行を認めること

⑦ 自己の関係事業者に対する卸電気通信役務の提供に関する有利な取扱い

⑧ ブラウザフォンサービスにおける不公平なポータルサービス利用条件の設定等

【法第30条第3項第3号】
他の電気通信事業者、電気通信設備の
製造業者・販売業者の業務に対する不
当な規律・干渉

【具体例】

① 他の電気通信事業者の提供する電気通信役務の内容等の制限

② コンテンツプロバイダーに対する不当な規律・干渉

③ 電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当な規律・干渉

（※）第一種指定電気通信設備（固定系）を設置する事業者（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本を指定）
第二種指定電気通信設備（移動系）を設置する事業者のうち、市場シェア等を勘案して個別に指定（ＮＴＴドコモを指定）

○ 禁止行為の３類型とその具体例

【出典：新しい競争ルールの在り方に関する作業部会(第7回)(H19.5.25）資料】

1-(3)-⑤ 市場支配力を有する電気通信事業者に対する禁止行為

いわゆる「市場支配力を有する電気通信事業者」（※）による他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き
起こすおそれがある行為を類型化し、禁止している。

なお、禁止行為の具体例については、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針 」に列挙・公
表。

(4) 指定電気通信設備制度

１ 電気通信事業等の動向
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業務区域ごとに
10％超（当初は25%超）のシェアを占める端末設備を有すること指定要件

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

第一種指定電気通信設備制度（固定系） 第二種指定電気通信設備制度（移動系）

ＮＴＴ東西を指定（９８年）
ＮＴＴドコモ（０２年）、ＫＤＤＩ（０５年）・沖縄セルラー（０２年）

ソフトバンクモバイル（１２年）を指定

指定対象設備
加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設備
であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の
向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことが
できない電気通信設備

基地局回線及び移動体通信役務を提供するために設置さ
れる電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適
正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備

接続関連規制

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務

■網機能提供計画の届出・公表義務

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

行為規制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者への不当な規律・干渉の禁止
■特定関係事業者との間のファイアウォール
■設備部門と営業部門との間の機能分離
■委託先子会社への必要かつ適切な監督

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者への不当な規律・

干渉の禁止

利用者料金
関連規制

指定電気通信役務
（第一種指定電気通信設備により提供され

る役務であって、他の事業者による代替的
なサービスが十分に提供されないもの）

特定電気通信役務
（指定電気通信役務のうち、利用者の利

益に及ぼす影響が大きいもの）

■契約約款の届出制
■電気通信事業会計の

整理義務

■プライスキャップ規制

第一種指定電気通信設備を設置する者に対する規制 第二種指定電気通信設備を設置する者に対する規制

更に、収益ベースのシェアが25％を超える場合に
個別に指定された者に対する規制

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

■電気通信
事業会計の
整理義務

■電気通信
事業会計の
整理義務

■接続会計の整理義務

【出典：総務省作成資料】

1-(4)-① 指定電気通信設備制度の枠組み

第二種指定電気通信設備の指定内容第一種指定電気通信設備の指定内容

交

換

設

備

１. 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの（第二種指

定端末系交換設備）

２. 第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であって業務区域内における

特定移動端末設備との通信を行うもの（第二種指定中継系交換設備）

ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインター

ネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービス

に用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。

伝

送

路

設

備

３. 第二種指定中継交換設備の交換設備相互間に設置される伝送路設備

４. 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受け

る無線局の無線設備（第二種指定端末系無線基地局）

５. 第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置され

ている建物（第二種指定端末系交換局）との間に設置される伝送路設備

６. 第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されてい

る建物との間に設置される伝送路設備

そ

の

他

７. 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

８. 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局

９. 他の電気通信事業者の電気通信設備と１.~８．に掲げる電気通信設備との

間に設置される伝送路設備

（３.~８.に掲げるものを除く。）

【出典：第７回（H19.5.25）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料をもとに作成】

1-(4)-② 指定電気通信設備の範囲

現行制度は、オープン化の対象となる具体的な設備を、実現される機能を念頭に置きつつ指定。
平成２０年７月７日、ＮＧＮ及びひかり電話網を第一種指定電気通信設備の対象とした。
平成２２年１月８日、戸建て向け光信号用の屋内配線設備を第一種指定電気通信設備の対象とした。

１．固定端末系伝送路設備（加入者側終端装置、主配線盤等を含む）

２．第一種指定端末系交換等設備及び第一種指定中継系交換等設備

ただし、以下の設備を除く。
・他の電気通信事業者の設備への振り分け機能を有さないルータ

（当該ルータと対向するルータが振り分け機能を有する場合を除く）
・ＤＳＬＡＭ（G.992.1/G992.2 Annex C準拠に限る。）及びＤＳＬ用スプリッタ

（コロケーションできない局舎に設置される場合を除く）

３．第一種市内伝送路設備及び第一種指定中継系伝送路設備

４．信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

５．SIPサーバ

６．番号案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御（統括）局

７．ＰＨＳ事業者との接続に用いるＰＨＳ加入者ﾓｼﾞｭｰﾙ及び端末認証用のｻｰﾋﾞｽ制御
（統括）局

８．公衆電話機及びこれに付随する設備

９．番号案内又は手動通信に用いられる交換機、案内台装置及び伝送路設備

10．相互接続点までの伝送路設備
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1-(4)-③ 第一種指定電気通信設備の範囲（概念図）

※ＤＳＬＡＭ、ＤＳＬ用スプリッタを除く
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【出典：新しい競争ルールの在り方に関する作業部会(H18.12.15)(第1回)資料をもとに作成】

区 分 内 容

接続約款の作成・認可（第2項）、公表
（第11項）

►接続料、接続箇所における技術的条件等の接続条件について接続約款を定め、認可を受けること（新たに
指定された設備については3か月以内に認可申請（第16項））。接続約款を変更する場合も同様。

►認可接続約款の実施の日から営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、

インターネットにより公表すること。

接続約款の届出(第7項） ►接続約款の条件のうち、付加的な機能の接続料等一定の軽微な事項については、その実施前（新たに指定
された設備については3か月以内（第17項））に届出を行うこと。

接続約款の変更認可申請命令（第6項）

変更命令（第8項）

►公共の利益の増進に支障があると認めるときは接続約款の変更認可申請命令（届出約款の場合は変更命
令）が可能。

認可接続約款等に基づく接続協定の
締結(第9項）

►原則として、認可接続約款に基づき接続協定を締結すること。

►認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、認可を受けて接続約款等に基づかない接続協定を締
結することができる。（第10項）

通信量等の記録（第12項）

接続会計の整理・公表（第13項）

►接続料規則で定める機能ごとに通信量、回線数等を記録すること

►接続会計規則により接続会計を整理し、接続に関する収支状況等について公表すること。

接続料の再計算義務(第14項） ►ＬＲＩＣによる接続料については接続約款認可後5年以内（現行接続料規則上１年ごと）に、それ以外の接続
料については毎事業年度の接続会計を整理したときに、それぞれ接続料を再計算すること。

接続に必要な情報の提供の努力義務
（第15項）

►第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めること。

【認可の要件（第4項）】

◪標準的な技術箇所における技術的条件、機能ごとの接続料、事業者間の責任に関する事

項等が適正・明確に定められていること

◪接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして接続料規則で定める

方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること

加入者交換機能等の接続料☞原価は長期増分費用方式（ＬＲＩＣ）により算定

◪接続条件が、第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合

の条件に比して不利なものでないこと

◪特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

【出典：新しい競争ルールの在り方に関する作業部会(第1回)(H18.12.15)資料をもとに作成】

1-(4)-④ 第一種指定電気通信設備との接続に関する規律(電気通信事業法第33条）
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標準的な接続箇所における技術的条件

機能ごとの接続料

事業者間の責任に関する事項

電気通信役務に関する料金を定める電
気通信事業者の別

その他第一種指定電気通信設備との接
続を円滑に行うために必要なものとして
総務省令で定める事項

電気通信事業法第33条第4項第1号

 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続

 建物・管路・とう道・電柱へのコロケーションに係る事項

 他事業者が現存するＮＴＴ東西の屋内配線を利用する際の条件等

 ＮＴＴ東西が第一種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合の費用
（能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な金額）

 ＮＴＴ東西及び他事業者が利用者に対して負うべき責任に関する事項

 重要通信の取扱方法

 協議が調わない場合のあっせん又は仲裁による解決方法

電気通信事業法施行規則第23条の4第2項

他事業者がｺﾛｹｰｼｮﾝ可能な空きｽﾍﾟｰｽに関する情報開示を受けるための手続

他事業者がＮＴＴ東西に対しｺﾛｹｰｼｮﾝを請求し回答を受ける手続

（他事業者による当該請求に係る建物への立入りの手続を含む。）

他事業者が工事/保守を行う場合の手続

 ＮＴＴ東西が工事/保守を行う場合に他事業者が立会う手続

 ｺﾛｹｰｼｮﾝの請求からその実現までに要する標準的期間（調査申込～設置工事）

 ＮＴＴ東西が設置する建物等の場所に関して他事業者が負担すべき金額

（正味固定資産価額を基礎として接続料原価の算定方法に準じて算定）

他事業者のｺﾛｹｰｼｮﾝ設備についてＮＴＴ東西が工事/保守を請け負う場合に他事業

者が負担すべき金額 等

他事業者が現存するＮＴＴ東西の屋内配線に関し工事を行う場合の手続

他事業者が負担すべき金額 等

【出典：新しい競争ルールの在り方に関する作業部会(第1回)(H18.12.15)資料をもとに作成】

1-(4)-⑤ 接続約款に規定すべき主な事項

通信用建物、その通信用建物から工事可能なもっとも近い
マンホール等までの間の管路又はとう道並びに接続を行う
ために必要な電柱

コロケーションの義務がある区間

コロケーションルールの整備

９７年１１月 接続約款にコロケーションの条件を規定。

９９年８月 接続約款の認可申請の際、コロケーションの在り方について検討を行う旨の電気通信審議会（当時）からの答申を受け、「コロケーションが必要な装
置かどうかは接続事業者側の判断を基本として合理的な範囲内で決すること」とした。

００年９月 コロケーションの需要が高まるにつれ、更なるルール整備の必要性が認識され、コロケーションに係る以下の事項を接続約款に規定。

・ コロケーションに関する手続（情報開示、請求から回答までの手続、接続事業者が自ら工事及び保守する場合の手続）

・ 標準的処理期間

・ 工事保守費用

００年１２月

接続約款の認可申請の際の電気通信審議会の答申による要望事項を受けて、以下の事項を接続約款に規定。
・ 各通信用建物に空き場所があるかどうかの情報を無償で提供
・ 空き場所がない場合は立ち入りを受け入れること 等

０１年１２月 特定事業者によるコロケーションスペースの大量保留により、他事業者のコロケーションスペースの確保が困難となるビルが生じたこと等から、コロ
ケーションスペースの保留期間の短縮化等について接続約款に規定。

０２年３月 コロケーションのためのリソース（スペース、電力容量、ＭＤＦ端子）が枯渇しているビルにおける配分上限値の設定を接続約款に規定。

０３年５月 コロケーション申込み後の保留解除における違約金を接続約款に規定。

０７年１０月 接続を行うために必要な電柱におけるコロケーション手続及び金額を接続約款に規定。

｢コロケーション｣とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の建物等において、接続事業
者が接続に必要な装置を設置することをいう。

■ コロケーションに関する手続等について以下のことをＮＴＴ東西の接続約款に記載。（電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第2号）
① コロケーションの空き場所等（スペース、ＭＤＦ端子、受電電力容量及び発電電力容量）に関する情報開示
② コロケーションの調査申込みに対する回答を受ける手続の設定
③ 接続事業者が自前工事・保守を行う場合及び当該建物へ立ち入る場合の手続の設定
④ 標準的期間の設定（調査申込みから回答まで、設置申込みから工事着手まで等）
⑤ コロケーション設備についてＮＴＴ東西が工事・保守を請け負う

場合に他事業者が負担すべき金額

1-(4)-⑥ コロケーションルールの概要

第一マンホール等

他事業者設備

ＮＴＴ東西設備
ＮＴＴ東西収容局

義務的提供区間 一般提供区間

電柱添架

建物敷地内

【出典：情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会（第1回）(H23.5.24)参考資料】
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新放送法の施行により、あっせん又は仲裁の申請先である電気通信紛争処理委員会の名称が変更されたため、それに対応した一部

改正を行った。

（背景）
■ 近年、電気通信事業者の経営破綻等により、当該事業者と接続等を行っている事業者が接続料等の債権を回収できなくなる
事案等が発生。

■ 債務の支払いを怠るおそれがある場合には、あらかじめ預託金の預入れ等の債権保全措置を講じることで接続停止や損失の
回避が可能。

■ しかし、預託金の水準如何によっては、新規参入阻害等の競争阻害要因となることが懸念。

こうした事情を踏まえ、
① 電気通信事業の適正かつ合理的な運営の確保
② 電気通信事業者間の公正な競争の確保
との観点から、電気通信事業者が債権保全措置を講じる際の指針として「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権
保全措置に関するガイドライン」を策定（０６年１２月）。

（ガイドラインの内容）
✔ 債権保全の方式（預託金、債務保証等）
✔ 預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項（過去の支払実績、財務状況等の客観的指標によること）
✔ 預託金の水準（預託金、必要かつ 小限とすべき）
✔ その他（預託金等の返還、紛争処理手続等）

新競争促進プログラム2010の再改定（H21.6.26）において「ＮＴＴ東西による債権保全措置の運用についての検証を契機として、利用者

利益の確保・向上の観点から、電気通信事業分野における債権保全措置に関するガイドラインの見直しを含めた検討を行う。」とされ、

記載内容の更なる明確化や内容の一層の充実を図るため、同ガイドラインの改正（H21.10.9）が行われた。

新競争促進プログラム２０１０の再改定（平成21年6月） による見直し

1-(4)-⑦ 債権保全措置に関するガイドラインの概要

【出典：電気通信紛争処理委員会事務局作成資料】

新放送法施行（平成23年6月） による 終改正

【出典：新しい競争ルールの在り方に関する作業部会(第1回)(H18.12.15)資料をもとに作成】

1-(4)-⑧ 第二種指定電気通信設備の範囲（概念図）
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区 分 内 容

接続約款の作成・事前届出（第2
項）

►接続料、接続箇所における技術的条件等の接続条件について接続約款を定め、その実施前に届け出るこ
と（新たに指定された設備については3か月以内に届出（第7項））。接続約款を変更する場合も同様。

接続約款の公表（第5項） ►届け出た接続約款の実施の日から営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネット
により公表すること（電気通信事業法施行規則第23条の9の4による第23条の8の準用）。

接続約款の変更命令（第3項） 【次の場合に接続約款の変更を命ずることが可能】

►接続箇所における技術的条件、電気通信事業者間の責任に関する事項、役務に関する料金を定める電気
通信事業者の別が適正かつ明確に定められていないとき。

►接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。

►他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであるとき。

►特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

接続約款に基づく接続協定の締結
(第4項）

►届け出た接続約款に基づき接続協定を締結すること。

接続会計の整理・公表（第6項） ►第二種指定電気通信設備接続会計規則により接続会計を整理し、接続に関する収支状況等について公表
すること。

【接続約款に規定すべき事項（電気通信事業法施行規則第２３条の９の３）】

◪ 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所、接続箇所における技術的条件

◪ 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額

◪ 電気通信事業者間の責任に関する事項

◪ 接続協定の締結及び解除の手続

◪ 接続請求を受けた日から接続開始までの標準的期間

◪ 利用者に対して負うべき責任に関する事項

◪ 重要通信の取扱方法

◪ その他、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項

◪ 他事業者との協議が調わない場合におけるあっせん又は仲裁による解決方法

【出典：新しい競争ルールの在り方に関する作業部会(第1回)(H18.12.15)資料をもとに作成】

1-(4)-⑨ 第二種指定電気通信設備との接続に関する規律(電気通信事業法第34条)

1-(4)-⑩ 第二種指定電気通信設備接続会計規則の制定

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成21年10月16日）において、

第二種指定電気通信設備を設置する事業者（当時、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラーが該当。）に関し、接続料算定の透明性

向上を図り、もって接続事業者の検証可能性を高める観点から、電気通信事業会計をベースとして、第二種指定電気通信設

備を設置する事業者に対する新たな会計制度を導入することが適当とされ、これを受け、第176回国会において当該事業者に

係る規制を定めた電気通信事業法の一部改正を含む放送法等の一部を改正する法律が成立（平成22年11月26日）。

改正により、第二種指定電気通信設備を設置する事業者は、総務省令で定めるところにより第二種指定電気通信設備との

接続に関する会計を整理し、接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表することとされた。

平成23年3月31日、総務省令（第二種指定電気通信設備接続会計規則）が制定され、平成２２年度会計から適用されることと

なった。

１．目的
第二種指定電気通信設備（二種指定設備）との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかに

し、もって二種指定設備を設置する事業者（二種指定事業者）が、二種指定設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得す
べき金額の適正な算定に資することを目的とする。（第１条関係）

２．会計の整理の方法
(1) 勘定科目の分類については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。（第４条関係）
(2) 二種指定事業者は、次の書類を作成しなければならない。（第４条及び第５条関係）

① 貸借対照表（電気通信事業会計規則を準用）、② 損益計算書（電気通信事業会計規則を準用）、③ 個別注記表（別表第一）、④ 移動電気
通信役務収支表（別表第二）、⑤ 接続会計報告書（別表第三。内容として①～④を含む。）、⑥ 配賦整理書

(3) 資産、負債、純資産、費用及び収益の整理の方法については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。（第７条及び第８条関係）
３．総務大臣への提出・公表

(1) 二種指定事業者は、毎事業年度経過後３月以内に、上記２(2)⑤接続会計報告書及び⑥配賦整理書（接続会計報告書等）を総務大臣に提出
しなければならない。（第９条関係）

(2) 二種指定事業者は、接続会計報告書等の写しを営業所等に備え置き、総務大臣に提出した日から５年間、公衆の縦覧に供するとともに、適
切な方法により公表しなければならない。（第10条関係）

４．その他
(1) 二種指定事業者は、接続会計財務諸表が適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければなら

ない。（第１１条関係）
(2) 二種指定事業者は、会計記録を毎事業年度経過後５年間保存しなければならない。（第１２条関係）

第二種指定電気通信設備接続会計規則の概要（主な規定内容）
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１．適正な原価の算定

２．適正な利潤の算定

３．需要（☞接続料≤(原価＋利潤)÷需要）の算定
◆音声：通信経路の違いによる設備の使用の違いを考慮した総通話時間
◆データ：ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総帯域幅

４．総務省による検証を可能するため、提出を求める算定根拠の様式を規定

1-(4)-⑪ 第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドラインの策定

１．適正な原価の算定方法

２．適正な利潤の算定方法

３．需要の算定方法（☞(適正な原価＋適正な利潤)÷需要≧接続料）

４．総務省に提出する算定根拠の様式を規定

◆営業費は、設備への帰属が認められる一部を除いてすべて控除

ステップ１
音声と

データのコ
ストを分計

移動体通
信事業の
総コスト

ステップ２
契約数

連動コスト
等を控除

適正な
原価

ステップ３
その他

対象外コス
トを控除

自己資本費用他人資本費用 利益対応税＋＋=適正な利潤

◆各項目について、一種指定制度と同様の算定式や考え方を明示

音声の需要 ・・通信経路の違いによる設備の使用の違いを考慮した総通信時間

データの需要 ・・ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総帯域幅

Ⅰ．接続料の算定方法

１．プロセスと判断基準

２．「注視すべき機能」に該当する機能を規定（☞定期的に見直し）

■ ＳＭＳ接続機能
■ 携帯電話のＥメール転送機能

など８機能

（注） 現在、アンバンドルされている機能は、
「アンバンドルすることが望ましい機能」に位置付け

３．事業者間協議における留意事項を整理

注視すべき機能

（事業者間協議
を注視）

他事業者
からの要望

アンバンドル
することが

望ましい機能

システム開発

約款変更

他事業者か
らの具体的
な申込み

判断基準
◆技術的に可能か？
◆過度に経済的負担を与えないか？
◆必要性・重要性の高いサービスか？
◆需要の立上げ期にないサービスか？

合意形成が
困難

⇒最終判断

Ⅱ．アンバンドルの仕組み

【出典：総務省作成資料】

接続ルール答申を受け、第二種指定電気通信設備との接続について、接続料の算定方法に係る考え方を明確化するとともに、アンバンドルの仕

組み（通信プラットフォーム機能も対象）を設けるため、平成２２年３月「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」を策定・公表。

ガイドラインは、二種指定事業者を対象としているが、二種指定事業者以外の携帯電話事業者についても、検証可能性に留意した上でガイドライ

ンを踏まえた積極的な対応を行うことが適当としている。

1-(4)-⑫ ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの概要

MVNO事業化ガイドライン※の概要

 MVNOの事業開始に必要な手続

 MVNOの事業計画等に係る聴取範囲の明確化

 MVNOは、事業を営もうとする場合、電気通信事業法に基づき、
登録又は届出が必要

 MVNOとMNOとの間の関係

 MVNOが利用者にサービスを提供する場合、MVNOが利用者料
金を設定することが可能

 MVNOのネットワーク調達の際の設備の使用料（接続料）は、従
量制課金のほか、回線容量単位（帯域幅）の課金方式を採用す
ることも可能

 MNOは一元的な窓口（コンタクトポイント）を設け、MVNOとの協
議を適正・円滑に行う体制を整備することが望ましい

 MVNOの競争上の地位を守るため、MNOネットワーク提供に当
たって必要となるMVNOの事業計画等の聴取について、聴取
可能な範囲を例示列挙

 無線ネットワークの輻輳対策については、MVNOとMNOとの十分
な協議や、MVNOに対する必要な情報提供が求められる

 MNOにおけるコンタクトポイントの明確化

 ネットワークの輻輳対策

 協議が調わなかった場合の手続

 MVNOとMNOとのネットワーク調達の協議が調わなかった場合は、
総務大臣による協議命令・裁定制度や、電気通信紛争処理委員
会によるあっせん・仲裁制度の利用が可能

 MVNOによる端末の調達

 MVNOは、自ら端末を調達し、MNOのネットワークにおける端末の
適切な運用を求めることが可能

 MVNOと利用者との間の関係

 MVNOが利用者の個人情報を取り扱う際は、個人情報保護法や通
信の秘密の規定の遵守が必要

 MVNOは、利用者に対する料金等の提供条件の説明や、苦情等に
対する適切な処理が必要

 MVNOは、無線局を自ら開設しないことから、電波法に基づく無
線局免許の申請等の手続は不要

※MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン
（2002年策定、2007年・2008年・2012年・2013年改定。今後も必要に応じて改定を実施。）

 契約数等の報告
 契約数が３万以上であるＭＶＮＯ及びＭＮＯであるＭＶＮＯは、毎四

半期ごとに契約数等の報告が必要

電波の有限希少制により新規参入に制約のあるモバイル市場においては、既存の携帯電話事業者（MNO）か
ら無線ネットワークを調達してサービスを提供するMVNOの新規参入を促し、モバイル事業者間の競争を進展
させることが重要。
このため、MVNOの参入手続などMVNOの事業展開を図る上で必要となる法令を解説するガイドラインの策
定・見直しや、ネットワーク調達に関する規律の見直しなどを通じて、MVNOの新規参入を促進。

【出典：総務省作成資料】
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２ 放送事業の動向

地
上
基
幹
放
送

衛
星
放
送

衛
星

基
幹
放
送

衛
星

一
般
放
送

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送

昭和５年
（1930）

▲
白黒開始
(昭和28年)

▲
音声多重開始
(昭和57年)

▲
カラー開始

(昭和35年)

▲
放送開始
(平成元年6月)

▲
データ多重開始
(平成8年10月)

▲
文字多重開始
(昭和60年)

▲
放送開始
(昭和30年)

▲
自主放送開始
(昭和38年)

▲
短波開始
（昭和27年）

実用化試験放送の開始（平成15年10月) ▲

音声放送
▲
中波開始
（大正14年）

▲テレビ放送終了(平成10年9月）

▲
アナログ放送終了 (平成23年7月)

▲
アナログ放送終了 (平成23年7月)

▲デジタル放送開始(平成10年7月)

昭和25年
（1950）

昭和45年
（1970）

平成2年
（1990）

デジタル放送

アナログ放送

▲
超短波開始
（昭和44年）

デジタル放送

テレビジョン放送

アナログ放送

デジタル放送

アナログ放送

デジタル放送

アナログ放送

デジタル放送

平成12年
(2000）

平成22年
（2010）

※岩手、宮城、福島は平成24年3月

2-① 我が国の放送メディアの進展

【出典：総務省作成資料】

デジタル放送開始(平成15年12月) ▲

▲デジタル放送開始(平成12年12月)

▲
放送開始
(平成4年4月)

▲デジタル放送開始(平成8年6月)
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放送（公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信）

（放送法第２条第１号）

放送（公衆によって直接受信されることを目的とする

無線通信の送信）
有線放送（公衆によって直接受信されることを目的とする

有線電気通信の送信）
22年改正前
の放送法制

現在の
放送法制

○ 放送の業務（ソフト）と設備の設置（ハード）の手続を整理し、あらゆる放送についてハード・ソフトの
一致か分離かを事業者が選択可能に

2-② 放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化

【出典：総務省作成資料】

放送の業務
（ソフト）※１

「基幹放送」※２

※２ 放送法第2条第2号 「基幹放送」とは、電波法の規
定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割
り当てられるものとされた周波数の電波を使用する
放送をいう。

「一般放送」※３

※３ 放送法第2条第3号 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。

放送エリア：広い、
視聴者への影響：大きい

→具体例：124/8ＣＳ（ラジオ含む）、

有テレ

放送エリア：狭い、
視聴者への影響：小さい

→具体例：有ラ、有テレ（小規模）、
エリア放送

「基幹放送事業者」 「一般放送事業者」

参入規律
ＨＳ分離制度の場合：認定（放送法第93条）
ＨＳ一致制度の場合：電波法上の免許（電波法第７条）

登録（放送法第126条） 届出（放送法第133条）

○ 地上基幹放送（地上ＴＶ、AM、FM、コミュニティ放送）

・ 特定地上基幹放送（ＨＳ一致免許の対象）

○ 移動受信用地上基幹放送

（V-High放送／V-Lowマルチメディア放送）

○ 衛星基幹放送（ＢＳ放送、110度ＣＳ放送）

※１ ハード・ソフト分離のハード事業者は、「基幹放送局提供事業者」として、電気通信事業法の適用が除外された上で、放送法による特別な役務提供
義務が課される。（電気通信事業法第２条、放送法第１１７条）

地上基幹放送

ＮＨＫ 5,026億円（13.0%）

在京キー局 ５社 1兆1,219億円（28.9%）

準キー局及び中京局 ８社 3,569億円（ 9.2%）

ローカル局 114社 7,967億円（20.5%）

衛星放送

衛星基幹放送
ＢＳ放送

ＮＨＫ 1,565億円（ 4.0%）

民間放送事業者 20社 1,649億円（ 4.3%） 民間放送事業者
合計

90社 4,510億円

東経110度ＣＳ放送 22社 563億円（ 1.5%）

衛星一般放送 上記以外の衛星放送 66社 2,298億円（ 5.9%）

有線テレビジョン放送

292社 4,930億円（12.7%）

平成24年度 放送メディアの収入 ３兆８,７８６億円

注１ 括弧内の数字は、放送メディアに占める各媒体のシェア。小数点第２位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
注２ ＮＨＫを除く収入状況は、平成24年度までに開局した放送事業者の事業収支結果の報告に基づき、直近の決算期の収支状況を取りまとめたもの（決算期が３月末日以外の事業者についても、

平成24年度内の決算期における収支状況を取りまとめている。）。
注３ 地上基幹放送のＮＨＫ分については、損益計算書（一般勘定）における経常事業収入から衛星放送に係る収入を差し引いて算出している。
注４ 放送大学学園を除く。
注５ 「有線テレビジョン放送」は、登録に係る自主放送を行う有線電気通信設備を有する営利法人のうち、ケーブルテレビ事業を主たる事業とする者。
注６ 衛星系民間放送事業者数には、ＢＳ放送と110度ＣＳ放送の兼営社が3社、衛星基幹放送と衛星一般放送の兼営社が15社含まれるため、総数（90社）とは一致しない。

2-③ テレビジョン放送を取り巻く市場の概況

【出典：総務省作成資料】
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年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

キー局
（５局）

売上高 12,828(2,566) 12,859(2,572) 12,269(2,454) 11,068(2,214) 11,001(2,200) 10,989(2,198) 11,219(2,244)

営業損益 868(174) 613(123) 343(69) 343(69) 592(118) 608(122) 653(131)

準キー局
（４局）

売上高 2,830(708) 2,723(681) 2,492(623) 2,328(582) 2,360(590) 2,410(603) 2,417(604)

営業損益 150(38) 53(13) -38(-9) 66(17) 133(33) 151(38) 142(35)

中京広域局
（４局）

売上高 1,316(329) 1,307(327) 1,207(302) 1,132(283) 1,153(288) 1,151(288) 1,152(288)

営業損益 131(33) 114(29) 62(16) 68(17) 108(27) 116(29) 118(30)

ローカル局
（114局）

売上高 7,420(65) 7,375(65) 7,140(63) 6,743(59) 6,905(61) 6,707(59) 6,832(60)

営業損益 347(3) 177(2) 61(1) 108(1) 289(3) 320(3) 466(4)

単位：億円、（ ）内は１社平均

 -

 5,000

 10,000

 15,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

売上高の合計

キー局 準キー局 中京広域局 ローカル局

億円

年度

 -

 1,000

 2,000

 3,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

売上高の平均

キー局 準キー局 中京広域局 ローカル局

億円

年度

2-④ 民間地上テレビジョン放送事業者の経営状況

【出典：総務省作成資料】

2-⑤ ケーブルテレビ事業者の収支状況（平成２４年度）

【出典：総務省報道資料（平成24年度の民間放送事業者の収支状況（平成25年9月11日））をもとに作成】

ケーブルテレビ事業全体の営業収益、営業費用はともに減少となった。
２９２社中２４２社（８２．９％）が単年度黒字を計上。
注：調査対象は、登録に係る自主放送を行う有線電気通信設備を有する営利法人のうち、ケーブルテレビ事業を主たる事業とする者297社。

4,667
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営業収益
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ケーブルテレビ事業の収支状況の推移
億円

単年度黒字事業者数及び割合の推移
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83.0%
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割合
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2-⑥ ケーブルテレビの普及状況（平成２５年３月末）

登録に係る自主放送を行う有線電気通信設備によりサービスを受ける加入世帯数は平成25年3月末で2,804万世帯、
対前年度比1.4％の増加となった。

登録に係る自主放送を行う有線電気通信設備を有する事業者数は545事業者（対前年度比2.0％減）となっている。

2,347
2,540 2,692 2,765 2,804

228
195

205 102 60

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

再放送のみを行う設備

自主放送を行う設備

自主・再放送別の加入世帯数の推移
万世帯

2,865

2,575
2,735

2,897 2,867

ケーブルテレビの設備を有する事業者数

登録に係る
有線電気通信設備

[501端子以上]
556 545 -11 -2.0％

届出（小規模の
ものを除く。）に係る
有線電気通信設備

[500端子以下]

115 114 -1 -0.9％

小 計 671 659 -12 -1.8％

区 分 23年度 24年度 増減数 増減率

ケーブルテレビ全体 42,449 43,123 674 1.6％

登録に係る
有線電気通信設備

[501端子以上]
386 256 -130 -33.7％

届出（小規模の
ものを除く。）に係る
有線電気通信設備

[51端子以上500端子以下]

15,551 14,526 -1,025 -6.6％

届出（小規模の
ものに限る。）に係る
有線電気通信設備

[50端子以下]

25,841 27,682 1,841 7.1％

小 計 41,778 42,464 686 1.6％

【出典：総務省報道資料（ケーブルテレビの現状（H25.6））をもとに作成】注：自主放送を行う設備による加入世帯数はＲＦ方式及び
ＩＰマルチキャスト方式の合計値
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の

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神奈川県

新 潟 県

富 山 県
石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県
愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖縄県

※平成25年3月末現在。
※普及率は、前年度末の住民基本台帳世帯数から算出。
※上記の統計値については、ＩＰマルチキャスト方式による放送に係るものを含む。

都道府県 普及率 都道府県 普及率

北海道 21.8% 滋賀県 35.6%

青森県 16.9% 京都府 38.2%

岩手県 19.0% 大阪府 87.2%

宮城県 27.5% 兵庫県 70.2%

秋田県 16.1% 奈良県 39.0%

山形県 17.1% 和歌山県 35.3%

福島県 3.9% 鳥取県 63.8%

茨城県 21.5% 島根県 54.4%

栃木県 23.5% 岡山県 35.0%

群馬県 13.7% 広島県 30.7%

埼玉県 59.0% 山口県 59.3%

千葉県 61.5% 徳島県 88.9%

東京都 82.0% 香川県 28.0%

神奈川県 66.2% 愛媛県 37.0%

新潟県 20.8% 高知県 24.9%

富山県 64.5% 福岡県 46.1%

石川県 46.1% 佐賀県 58.2%

福井県 74.4% 長崎県 36.3%

山梨県 84.6% 熊本県 24.9%

長野県 54.7% 大分県 65.1%

岐阜県 35.4% 宮崎県 43.4%

静岡県 28.3% 鹿児島県 7.4%

愛知県 57.2% 沖縄県 22.5%

三重県 78.3% 全国 51.8%

・・・70.1％～100％
・・・50.1％～70％
・・・30.1%～50％
・・・１0.1%～30％
・・・10%以下

2-⑦ 各都道府県におけるケーブルテレビ（自主放送あり）の普及率について

【出典：総務省報道資料（ケーブルテレビの現状（H25.6））】
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(1) 規定の仕方
① 放送の主体（ＮＨＫ、放送大学学園、一般放送事業者）
② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送等）等に基づき設定

(2) 具体例 （地上テレビジョン放送）
① ＮＨＫ

関東広域圏、関東広域圏にある県を除く各道府県
② 放送大学学園

関東広域圏
③ 一般放送事業者

広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

(1) 放送対象地域ごとに放送系の数の目標を設定
放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画において、放送対象地域ごとに普及させる放送

系の数の目標を設定。
(2) 放送対象地域内では、難視聴解消の義務又は努力義務

放送事業者は、放送対象地域内で、その放送があまねく受信できるように努めることとされている（ＮＨＫには、テレビジョン

放送及び中波放送・超短波放送のいずれかが全国において受信できるように措置をすることが義務付け）。

2-⑧ 放送対象地域

放送対象地域とは、同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第９１条第２項第２

号）のことであり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、基幹放送普及計
画において定める（放送法第９１条第３項）。

放送対象地域の概念

放送対象地域の効果

放送対象地域の例

【出典：総務省作成資料】

2-⑨ 視聴可能な民間地上テレビジョン放送事業者数と放送対象地域

都道府県数

４事業者以上 ３３都道府県

３事業者 ９県

２事業者以下 ５県

関東広域圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域

近畿広域圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県及び和歌山県の各区域を併せた区域

中京広域圏：岐阜県、愛知県及び三重県の各区域
を併せた区域

岡山県及び香川県の各区域を併せた区域

鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域

【出典：第113回電気通信事業紛争処理委員会（H23.3.28）資料（情報流通行政局作成）をもとに作成】
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2-⑩ 民間地上テレビジョン放送事業者の番組系列（テレビジョン放送・１２７社）

独
立
Ｕ
局

【出典：総務省作成資料】

１ 放送番組の同一性やチャンネルイメージの確保に関わる次のいず

れかの場合

２ 放送対象地域以外の地域での再放送である場合には、基幹放送

事業者の「番組編集上の意図」である「放送の地域性に係る意図」

の侵害の程度が「受信者の利益」の程度との比較衡量において許

容範囲内（受忍限度内）にあるとは言えない場合

① 意に反して、放送番組が一部カットして有線放送される場合

② 意に反して、異時再放送される場合

③ 当該チャンネルで別の番組の有線放送を行い、基幹放送事業者
の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合

④ 有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題がある場合

⑤ 良質な再放送が期待できない場合

（その他）

○ 地元放送事業者の経営に与える影響等は、地元同意の有無を
含め、「正当な理由」の判断に関して考慮されないこと。

○ 「地域間の関連性」については、通勤等の人の移動状況等地域
間における交流状況等に基づき個別判断。

○ 少なくとも、放送対象地域の隣接市町村での再放送は、再放送
の同意をしない「正当な理由」には該当しないこと等を例示。

再放送ガイドライン(※)による 「正当な理由」の解釈

※ 括弧内は放送法 （昭和２５年法律第１３２号）の関連条項

諮問

総務大臣

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
等

地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
事
業
者同意拒否

協議に応じない／協議不調

裁定

電気通信紛争処理委員会

同意しないことにつき正当な
理由がある場合を除き、同
意すべき旨を裁定

（１４４条３項）

再放送実施には、放送事業者
の同意が必要（１１条）

答申

協議を申し入れたにもかかわらず
・相手方が協議に応じない
・協議が調わない

ときは、裁定申請が可能（１４４条１項）

協議

同意要請

裁定申請

※ 有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送（テ
レビジョン放送に限る。）の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における
「正当な理由」の解釈に関するガイドライン

2-⑪ 再放送同意と大臣裁定

【出典：電気通信紛争処理委員会事務局作成資料】
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放送法に基づく大臣裁定 委員会によるあっせん 委員会による仲裁

紛争処理を
行う主体

・ 総務大臣
（電気通信紛争処理委員会に諮問）

・ 電気通信紛争処理委員会
（指名された1名以上のあっせ

ん委員）

・ 電気通信紛争処理委員会
（指名された３名の仲裁委員）

申請の
手続／要件

・ ケーブルテレビ事業者等が申請で
きる。

・ 放送法に規定される協議手続等の
申請要件を満たすかどうか判断。

・ 紛争の当事者 （ケーブルテレ
ビ事業者等と地上テレビジョン放
送事業者）の一方からでも申請
できる。

・ 申請について委員会から通知
し、相手方当事者が拒否しなけ
れば手続きを進める。

・ 紛争の当事者の双方が申請す
る必要がある。

（双方が同時に申請する必要は
なく、一方の申請の後、通知を受け
て相手方当事者が申請することで
も可）

判断基準

・ 同意をしない「正当な理由」がある
場合を除き同意裁定。

・ 「正当な理由」の解釈は、「再放送ガ
イドライン」による。

・ 特になし

（強行法規・公序良俗に反しな
い範囲で当事者の合意形成を促
す）

・ 判断基準や準拠法令を何にす
るか、は当事者の合意による。
（※）

手続終了・
判断の効力

・ 裁定等により終了。

・ 電波監理審議会への不服申立てが
可能。

・ 両当事者による協議での合意、
あっせん案の受諾、打ち切り等
により終了。

・ 仲裁判断、和解成立による申請
取下げ等により終了。

・ 仲裁判断は確定判決と同じ効
力。

※ 準拠法令をはじめ、仲裁の手続等については仲裁法を準用する。

2-⑫ 再放送同意に係る紛争処理手続の比較

【出典：電気通信紛争処理委員会事務局作成資料】

Ｙ地上テレビジョン放送事業者

X地上テレビジョン放送事業者

Ｂ県

Ａ県

ケーブルテレビ事業者

視聴率が落ち
るので困る

同意できない

（地上テレビジョン放送事業者の問題意識）

○ Ｂ県において視聴できるチャンネル数が増加するため、Ｂ県の既存地上テレビジョン放送
事業者（Ｙ）の視聴率を低下させるおそれがある。

○ Ａ県の地上テレビジョン放送事業者（Ｘ）はＢ県での再放送を念頭に置いていないため、
番組編集上の配慮ができない。

Ａ県の地上テレビジョン放送事業者が区域外再放送に否定的
で紛争に発展することがある

2-⑬ 区域外再放送の問題

「区域外再放送」とは、 Ａ県を放送対象地域とする地上テレビジョン放送事業者の放送を、ケーブルテレビ事

業者が受信して、放送対象地域が異なるＢ県内の世帯に再放送すること。

Ｂ県での視聴は想
定していない

【出典：電気通信紛争処理委員会事務局作成資料】
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